
（平成２５年１２月１８日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 20 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 15 件



関東東京国民年金 事案13869 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年２月、同年３月、49 年２月及び同年３月の国

民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年２月及び同年３月 

           ② 昭和49年２月及び同年３月 

③ 平成元年４月 

私の母は、私が 20歳になった昭和43年＊月頃に私の国民年金の加入手続を行い、

申立期間①及び②の国民年金保険料を納付してくれた。申立期間③の保険料は私が納

付した。申立期間①、②及び③の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人は、20 歳になった昭和 43 年＊月頃に申立人の

母親が国民年金の加入手続を行い、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付してくれ

たとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金被保険者名簿に記載

された手帳発行日から同年７月頃に払い出されたと推認でき、同年同月時点では申立期

間①の保険料は過年度納付することが可能であり、申立期間①直後から申立期間②直前

までの期間及び申立期間②直後から厚生年金保険に加入する前月の 61 年６月までの期

間の保険料は全て納付済みである。 

また、申立期間①及び②の保険料を納付したとする母親は、国民年金の拠出制度が開

始された昭和 36年４月から 60歳に到達する前月までの自身の保険料が全て納付済みで

あるなど、母親の納付意識の高さが認められることから、それぞれ２か月と短期間であ

る申立期間①及び②の保険料についても納付していたと考えるのが自然である。 

一方、申立期間③については、平成 18年11月７日に国民年金被保険者資格の取得日

が元年５月１日から同年４月 26 日に訂正されていることがオンライン記録で確認でき、

当該記録訂正日までは国民年金被保険者期間ではなかったことから保険料を納付するこ

とはできず、また、当該記録訂正時点では時効により保険料を納付することはできない。 

  



そのほか申立人が申立期間③の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書等)は無く、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年

２月、同年３月、49 年２月及び同年３月の国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

  



関東東京国民年金 事案13870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年１月から同年３月まで 

私は、送付されてきた納付書を使用し、郵便局で国民年金保険料を納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の拠出制度が開始された昭和 36年４月から申立期間直前の45年

12 月までの期間及び申立期間直後の 46 年４月から第３号被保険者になる前月の 61 年

３月までの期間の国民年金保険料を全て納付しており、また、申立人から提出された領

収証書により、申立期間前後の期間の保険料は全て現年度納付されていることが確認で

き、申立人の納付意識の高さが認められることから、３か月と短期間である申立期間の

保険料についても納付していたものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24782 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 47 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から５年10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が低くな

っている。申立期間の前後において給与額に変更は無かった。申立期間に係る給与明

細票等を提出するので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間に係る標準報酬月額は８万

円と記録されているところ、申立人及び同社から提出された申立人に係る源泉徴収簿、

給与明細票及び市民税・県民税特別徴収税額通知書により、申立人は、申立期間におい

て、標準報酬月額 47 万円に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、Ａ社が加入しているＢ厚生年金基金から提出された厚生年金基金加入員台帳に

よると、申立人の申立期間における標準報酬月額は 47万円とされている。 

さらに、Ｂ厚生年金基金は、申立期間当時におけるＡ社の社会保険事務所への各種届

出について、複写式の様式を使用していたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立期間について、事業主は、申立人が主張する標準

報酬月額（47万円）に係る届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24783 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る

記録を平成15年12月21日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を24万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

また、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額の記録については、24 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年12月21日から16年１月１日まで 

          ② 平成 16年１月１日から同年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い。当

該期間において同社の関連会社であるＣ社からＡ社への異動はあったが、勤務場所や

業務内容等に変更は無く、継続して勤務していたので、当該期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

また、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間②の厚生年金保険の標準報酬月額

が、給与額に見合う標準報酬月額と相違しているので、記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された申立人に係る人

事記録により、申立人は、当該期間においてＡ社に勤務していたことが確認できる。 

また、Ｂ社から提出された申立人に係る賃金台帳により、申立人は、当該期間にお

いて、25万 3,520円の給与の支払を受け、標準報酬月額 24万円に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  



一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立人に係る資格取得日を平成 15 年 12 月 21 日と届け出るべきところ、誤

って 16 年１月１日と届け出たことを認めていることから、社会保険事務所（当時）

は、申立人に係る 15年12月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月

額は22万円とされている。 

しかしながら、上記賃金台帳により、申立人は、当該期間において、25 万 6,900

円の給与の支払を受け、標準報酬月額 24 万円に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳において確認でき

る厚生年金保険料控除額から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認めら

れない。 

  



関東東京厚生年金 事案24784 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 40 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年12月19日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。Ｂ銀行における取引推移一覧表により、申立期間において同社から賞与を支給

されていたことが確認でき、また、厚生年金保険料を控除されていたと思うので、標

準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元破産管財人が保有している申立人の申立期間に係る支給控除一覧表及び申立

人から提出された取引推移一覧表により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を

受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記支給控除一覧表において確認できる賞

与額及び厚生年金保険料控除額から、40万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主から回答を得られないものの、健康保険組合において申立人の申立期間における標準

賞与額の記録が確認できないことから、事業主は、申立てに係る賞与額の届出を行って

おらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24790 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成５年９月１日であ

ると認められることから、申立期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、53万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年２月21日から同年９月１日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においても同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本により、申立人は、平成２年８月 31 日に取締役に

就任し、５年４月 15 日の本店移転登記時においても取締役であったことが確認できる

上、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年 12月31日（以下「全喪日」と

いう。）に被保険者資格を喪失している従業員は、申立人は申立期間においても同社に

在籍していた旨供述していることから、申立人は、申立期間において同社に継続して勤

務していたことが認められる。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人について、全喪日より後の平成６年

３月 11 日付けで、３年３月に遡って標準報酬月額を減額訂正されている上、資格喪失

日についても５年２月 21 日とする処理が行われていることが確認できる。また、申立

人と同様に資格喪失処理が行われている代表取締役を含む３人全ての資格喪失日は全喪

日と同日であることが確認できる。 

一方、上記のとおり、申立人は、申立期間当時、取締役であったことが確認できると

ころ、Ａ社の事業主は、「申立人は、営業を担当しており、厚生年金保険事務に関与し

ておらず、全喪日には既に退職していた。」旨供述していることから、申立人は、上記

資格喪失処理に関与していなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、Ａ社が厚生年金保

  



険の適用事業所でなくなった後に、申立人に係る上記資格喪失処理を行う合理的な理由

は無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の同社に

おける資格喪失日については、申立人及び従業員の供述から判断すると、平成５年９月

１日とすることが必要である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成５年１月のオ

ンライン記録から、53万円とすることが妥当である。 

 

  



関東東京国民年金 事案13871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和59年４月から平成２年11月までの期間及び３年１月から４年４月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和59年４月から平成２年11月まで 

          ② 平成３年１月から４年４月まで 

私の妻は、私の国民年金の加入手続を行い、主にＡ市役所窓口で、夫婦二人分の国

民年金保険料を２年遅れではあったが毎月納付していた。昭和60年９月に市内転居し

ており、記録では転居先で平成２年12月分の保険料を一度だけ納付したことになって

いるが、妻は、一度しか保険料を納付しなかったはずがないと言っている。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻は、主にＡ市役所窓口で、夫婦二人分の国民年金保険料を２年遅れではあったが

毎月納付していたとしているが、前年度以前の保険料は、国庫金の扱いとなるため、市役所窓

口で納付することはできない。 

また、申立期間は合計で96か月であり、行政機関等が特定の被保険者に対してこれだけの期

間の保険料収納に係る事務処理を誤ったとは考え難い。 

そのほか、申立人の妻が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和59年４月から平成２年11月までの期間及び３年１月から４年４月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和59年４月から平成２年11月まで 

          ② 平成３年１月から４年４月まで 

私は、主にＡ市役所窓口で、夫婦二人分の国民年金保険料を２年遅れではあったが

毎月納付していた。昭和60年９月に市内転居しており、記録では転居先で平成２年12

月分の保険料を一度だけ納付したことになっているが、一度しか保険料を納付しなか

ったはずがない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、主にＡ市役所窓口で、夫婦二人分の国民年金保険料を２年遅れではあったが毎月

納付していたとしているが、前年度以前の保険料は、国庫金の扱いとなるため、市役所窓口で

納付することはできない。 

また、申立期間は合計で96か月であり、行政機関等が特定の被保険者に対してこれだけの期

間の保険料収納に係る事務処理を誤ったとは考え難い。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13873 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48年７月から 53年８月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年７月から53年８月まで 

私の義父は、昭和 48 年７月頃に私の国民年金の加入手続を行い、義母や義姉が国

民年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、義父が昭和 48 年７月頃に申立人の国民年金の加入手続を行い、義母や義

姉が申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたはずであるとしているが、申立期

間の国民年金被保険者資格の取得及び喪失の記録は、厚生年金保険記号番号に基づき付

番された基礎年金番号で管理されており、オンライン記録により、当該資格記録は平成

16 年６月７日に入力されていることが確認でき、当該入力時点では、申立期間の保険

料は時効により納付することができない。 

また、申立人の加入手続を行ったとする義父から聴取することができないため、申立

期間における加入手続の状況は不明であり、申立人に対して国民年金手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人の義母及び義姉が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13874 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年４月から61年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料の免除申請を行った記憶は無く、区の出張所で保

険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が申請免除とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料の免除申請を行った記憶は無いとしているが、

保険料の免除については、被保険者の申請に基づき、年度ごとに承認又は不承認が決定

されることから、申立人からの保険料の免除申請が無いにもかかわらず、行政機関が連

続した６年度にわたる申立期間を保険料申請免除期間とする事務処理を行い続けたとは

考え難い。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年３月から 50年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年３月から50年３月まで 

私は、昭和 44 年３月にＡ町（現在は、Ｂ市）で転入の届出を行った際に、職員か

ら国民年金への加入は義務であると言われたので国民年金の加入手続を行い、年金手

帳の交付を受け、その場で１回分の国民年金保険料を納付した。その後の保険料は、

私の店に集金に来ていた金融機関の職員に役所から送られてきた納付書で納付してい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年３月にＡ町で転入の届出を行った際に、国民年金の加入手続を

行ったとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿

の払出年月日から 50年７月 31日に夫婦連番で払い出されていることが確認でき、当該

払出時点では、申立期間のうち 44年３月から48年３月までの期間の国民年金保険料は

第２回特例納付により、同年４月から 50 年３月までの期間の保険料は過年度納付によ

り遡って納付することが可能であったものの、申立人は、申立期間の保険料を遡って納

付したとは主張しておらず、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24777 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和51年６月から同年９月まで 

          ② 昭和51年10月から55年１月31日まで 

          ③ 昭和53年４月から55年４月15日まで 

          ④ 昭和57年10月から58年５月31日まで 

          ⑤ 昭和62年６月１日から平成５年５月31日まで 

          ⑥ 平成13年４月13日から14年８月まで 

Ａ学校（現在は、Ｂ学校）及びＣ協議会（現在は、Ｄ協議会）において英語教師と

して勤務していた申立期間①及び②、Ｅ社（現在は、Ｆ社）に勤務していた申立期間

③、Ｇ社（現在は、Ｈ社）、その関連会社であるＩ社及びＪ社（後のＫ社）のうちの

いずれかに勤務していた申立期間④、Ｌ社及びＭ社に代表取締役として勤務していた

申立期間⑤及び⑥の厚生年金保険の加入記録が無い。 

日本で勤務していた期間については、義務として厚生年金保険に加入していたはず

であるので、資料は無いが申立期間①から⑥までを厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

   

   

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ｂ学校は、申立人がＡ学校の職員であった記録は存在せず、

給与を支払っていた者に該当者はおらず、当時の職員から聴取も行ったが申立人の在

職を確認することはできない旨回答している。 

   また、オンライン記録によると、申立期間①において、Ａ学校は厚生年金保険の適

用事業所となっているが、当該期間に被保険者となっている者はおらず、申立人の勤

務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 ２ 申立期間②について、Ｃ協議会に係る事業所別被保険者名簿から、当該期間に厚生

年金保険の被保険者記録を有する者で所在の判明した 28 人に照会したところ、回答

 

 

 

  



のあった 19 人のうちの９人は、申立人が同協議会に勤務していたことを覚えている

と回答している。 

  しかし、Ｄ協議会は、厚生年金保険加入者の資格取得日及び喪失日を管理している

台帳を保管しており、当該台帳に申立人の氏名は無いことから、申立人に係る資格取

得の届出は行っていない旨回答している。 

  また、オンライン記録によると、Ｄ協議会及び複数の元従業員が申立期間②におい

て社会保険事務を担当していたとする者は、既に死亡しているため、申立人の厚生年

金保険の取扱いについて確認することができない。 

  さらに、英語授業の企画運営業務に従事していたとする元従業員は、英語教師とし

て勤務していた外国人従業員は、日本の社会保険制度に加入することを希望しない者

が多かった旨供述している。 

  このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③について、申立人を記憶する同僚は、当該期間において申立人がＥ社の

リース事業部に勤務していたと供述しており、また、申立人が提出した新聞の切り抜

きには、申立人が大学時代の友人の勧めにより、昭和 52 年に同社同事業部に入社し

たことが記載されていることが確認できる。 

  しかし、Ｆ社から提出された申立人に係る人事記録によると、申立人は、昭和 55

年４月 16 日から 56 年４月 15 日までＥ社に勤務していたことが確認でき、申立人の

同社における在籍期間は、厚生年金保険の被保険者記録及び雇用保険の加入記録と符

合している。 

  また、Ｅ社の人事部門に勤務していた者は、正式な入社であれば人事部門に情報が

回ってきていたが、申立人の情報が回ってきた記憶は無いことから、申立人は正式に

入社した者ではないように思う旨供述している。 

  さらに、オンライン記録によると、Ｅ社への入社を勧めた同社の被保険者である申

立人の友人は、既に死亡しているため、申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

  このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ 申立期間④について、申立人から提出された雑誌及び新聞の切り抜きによると、申

立人がＧ社に入社したこと、及びＩ社の副社長に就任したことが記載されていること

が確認できる。 

  また、Ｉ社の元役員及び同僚は、申立人が、申立期間④において、同社に在籍し、

同社の取締役副社長として勤務していたことを覚えている旨回答している。 

  しかし、Ｉ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事

業所となった日は昭和 59年11月１日であり、申立期間④は適用事業所となっていな

いことが確認できる。 

  また、Ｉ社で社会保険業務に従事していたとする者は、申立人の厚生年金保険の適

用状況等については不明である旨回答している。 

  さらに、Ｈ社は、申立人に係る人事記録が残っておらず、申立人の勤務実態等につ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



いては不明であると回答している。 

  加えて、Ｉ社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被保険者資格を取得した者

のうち、Ｇ社においても被保険者記録を有しており、所在の判明した 26 人に照会し

たところ、Ｇ社の管理部門及び経理部門に勤務していた者として二人の氏名が挙がっ

たが、そのうち一人は連絡先不明であり、残る一人は既に死亡していることから、申

立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

  なお、申立人は、Ｊ社及びＫ社を申立事業所としているが、Ｊ社に係る商業・法人

登記簿謄本によると、同社の設立年月日は昭和59年９月13日と記録されており、申

立期間④においては存在しない事業所であり、また、Ｋ社は、61 年３月 10 日にＪ社

から社名を変更した事業所であることが確認できる。 

  このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

５ 申立期間⑤について、Ｌ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、申立人は、当該

期間において代表取締役であったことから、同社に勤務していたことは確認できる。 

  しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｌ社が厚生年金保

険の適用事業所となった記録は確認できない。 

また、Ｌ社の役員であった同僚に照会したところ、当該同僚は、同社に勤務したこ

とはなく、報酬も受け取っていなかった旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間⑤における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

６ 申立期間⑥について、Ｍ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、申立人は、当該

期間において代表取締役であったことから、同社に勤務していたことは確認できる。 

  しかし、オンライン記録によると、Ｍ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

日は平成13年４月 13日であり、申立期間⑥において同社が厚生年金保険の適用事業

所となっていないことが確認できる。 

  また、Ｍ社が加入していた健康保険組合及び厚生年金基金における申立人の資格喪

失日の記録は、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

  さらに、上記厚生年金基金から提出された全喪届（連絡票）には、Ｍ社の代表取締

役として申立人の氏名があり、同社が平成 13年４月13日付けで適用事業所でなくな

った旨記載されている。 

  このほか、申立人の申立期間⑥における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

７ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間①から⑥までに係る厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



関東東京厚生年金 事案24778 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年５月１日から同年10月30日まで 

 Ａ社で勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社Ｂ作業所（Ｃ県Ｄ

郡）でボーリングの仕事をしていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と同時期又はほぼ同じ頃にＡ社に勤務したとする複数の同僚の回答及びそのう

ちの一人から提出された写真から判断すると、申立人が申立期間に同社に勤務していた

ことは推認できる。 

  しかしながら、Ａ社の当時の総務担当者は、従業員の厚生年金保険の加入について、

「正社員は入社して６か月経過後に厚生年金保険へ加入し、現場採用の作業助手は入社

して複数年経過後に正社員に登用され厚生年金保険へ加入していた。」と回答している。 

  また、オンライン記録によると、上記複数の同僚は、Ａ社における厚生年金保険の加

入記録が確認できない。 

  さらに、Ａ社は、既に解散しており、事業主は連絡先不明のため照会することができ

ず、申立人の申立期間における厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

  加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の氏名は見

当たらず、申立期間に健康保険の番号の欠番も見当たらないことから、申立人の記録が

欠落したとは考え難い。 

  このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案24779 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年２月１日から平成６年６月16日まで 

 Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社の設立時から役員に就任しており、給料から保険料が控除されていた

ので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本から、就任時期は定かではないが、申立人が同社の

取締役であったことは確認できる。 

  しかしながら、申立期間当時にＡ社の代表取締役であった申立人の夫は、社会保険の

事務は担当従業員に全て任せており、当時の資料を保管していないことから、詳細は不

明である旨供述しているところ、当該担当者も既に死亡している上、同社の事業を承継

したＢ社もＡ社に関する資料は保有していないとしていることから、申立人の申立期間

に係る厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

  また、申立人から提出された昭和 58 年分の所得税の確定申告書（主たる所得者は申

立人の夫）には、社会保険料控除額の記載が確認できるものの、その内訳を確認できる

資料は無い上、申立人から提出された平成２年分の所得税の確定申告書には、社会保険

料の記載が無いことが確認できる。 

  さらに、Ａ社が平成５年２月１日に加入したＣ健康保険組合から提出された申立人の

健康保険の被保険者記録は、申立人の厚生年金保険被保険者記録と一致していることが

確認できる。 

  加えて、オンライン記録によると、申立人は、申立期間の全期間にわたり、国民年金

に加入し（昭和 47 年５月 31 日からは任意で加入。）、申立期間のうち、昭和 47 年２

月、同年３月、同年７月から 48 年６月までの期間、同年 10 月から 49 年３月までの期

間、50 年１月から 51 年３月までの期間、同年 10 月から 52 年３月までの期間及び 55

 

 

 

 

  



年１月から 61 年３月までの期間について国民年金保険料を納付していることが確認で

きる上、同年４月から平成６年５月までは、国民年金の第３号被保険者の資格を取得し

ていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24780 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年４月10日から50年９月まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

では運転手として昭和 50 年９月まで勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録によると、申立人のＡ社における離職日は昭和 49 年４月９日とされ、

同社に係る厚生年金保険被保険者原票における申立人の資格喪失日（昭和 49 年４月 10

日）と符合しており、申立人の申立期間における勤務が確認できない。 

また、申立期間当時の事業主から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失

確認通知書に申立人に係る資格喪失日は昭和 49年４月10日と記載されており、上記被

保険者原票における資格喪失日と一致していることが確認できる。 

さらに、上記被保険者原票により、申立期間において被保険者記録が確認できる複数

の従業員に照会したが、申立人のＡ社における勤務期間を記憶している者はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24781 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和42年１月29日から47年11月14日まで 

           ② 昭和47年12月10日から54年９月８日まで 

           ③ 昭和47年11月14日から同年12月10日まで 

Ａ院に勤務していた申立期間①及び②の厚生年金保険の標準報酬月額について、諸

手当が加算されておらず、実際の報酬額に見合う標準報酬月額より低いので、記録を

訂正してほしい。 

また、申立期間③について、Ａ院の解散により退職しているが、40 日間規定によ

り厚生年金保険の被保険者資格は喪失されないはずなので、当該期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②について、申立人は、Ａ院の証明書を提出し、当該証明書に記載

されている給料月額と年金記録には明らかに相違があり、通勤手当、住居手当及び勤

続特別手当の諸手当が全く加算されていないと申し立てている。 

  しかしながら、Ａ院は、上記証明書に記載されている給料月額の変更年月日は法律

上の施行日（適用日）であるため、実際の支給時期と異なっており、また、法に基づ

く給料月額及び標準報酬月額以外に関する資料は文書保存期間を満了していることか

ら既に廃棄処分されているため、実際に申立人に支給した諸手当を含む給料の支給時

期及び支給額については不明である旨回答している。 

  また、Ａ院から提出された回答書に記載されている申立人の申立期間に係る標準報

酬月額及び同院が加入しているＢ厚生年金基金（昭和45年10月＊日設立）から提出

された申立人に係る厚生年金基金加入員台帳における標準報酬月額は、Ａ院に係る事

  

  

  



業所別被保険者名簿において確認できる標準報酬月額と一致している。 

    一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなるところ、申立人から提出された昭和 53 年２月

分から 54 年８月分まで（昭和 53 年 10 月分を除く。）の支給明細書において確認で

きる報酬月額（通勤手当、住居手当及び勤続特別手当を含む。）に見合う標準報酬月

額は、上記被保険者名簿における標準報酬月額より高いものの、当該支給明細書にお

いて確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、当該被保険者名簿に

おける標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

    さらに、申立人から提出された昭和 54 年度市民税・県民税特別徴収税額通知書に

おいて確認できる社会保険料控除額に見合う標準報酬月額も、上記被保険者名簿にお

ける標準報酬月額と一致している。 

    このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  ２ 申立期間③について、上記証明書に「昭和＊年＊月＊日 Ａ院解散により退職 ＊月

＊日 Ａ院議員 Ｃ 議員秘書」と記載されており、当該期間は退職後の期間であるこ

とが確認できる。 

    また、Ａ院は、当該期間は同院の解散による退職期間（昭和＊年＊月＊日解散、同

年＊月＊日総選挙）であることから、申立人を厚生年金保険に加入させておらず、当

該期間に係る厚生年金保険料も控除していない旨回答している。 

    さらに、申立人は、当該期間について、Ａ院の解散により退職しているが、40 日

間規定により厚生年金保険の被保険者資格は喪失されないはずであると主張している

ところ、同院は、「国会議員の任期満限又はＡ院の解散により退職した議員秘書につ

いては、国会議員の秘書の給料等に関する法律により、それらの日から起算して 40

日以内に再び議員秘書になった場合には、それらの日の翌日以降も引き続き在職した

ものとみなされ、厚生年金保険においては、継続秘書被保険者として被保険者の資格

を喪失しないという特例が適用されているが、この特例は昭和63年５月24日から適

用が始まったものであり、当該期間には適用されない。」と回答している。 

    このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24785 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間③から⑦までについて、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成２年７月１日から６年２月３日まで 

          ② 平成６年２月３日から同年11月１日まで 

③ 平成６年11月１日から７年２月１日まで 

④ 平成７年２月１日から同年５月１日まで 

⑤ 平成７年５月１日から同年６月１日まで 

⑥ 平成７年10月１日から同年11月１日まで 

⑦ 平成７年11月１日から８年１月１日まで 

Ａ社の総務・経理担当取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金

保険の標準報酬月額が、報酬額に見合う標準報酬月額と相違している。一部期間の給

与支払明細書及び源泉徴収票を提出するので、記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月

額は、当初、53 万円と記録されていたところ、平成６年２月３日付けで、２年 10 月

から５年 10 月までの定時決定の記録が取り消され、２年７月に遡及して８万円に減

額訂正されている上、事業主及び取締役二人の標準報酬月額についても、申立人と同

様に、６年２月３日付けで、遡及して減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の経営管理室長として総務・経理担当取締役であったと回答

しているところ、同社に係る商業・法人登記簿謄本により、申立人は、昭和 61 年６

月 30 日に取締役に就任しており、上記減額訂正処理日においても取締役であったこ

とが確認できる。 

また、申立人は、「Ａ社は、平成５年の初め頃から社会保険料を滞納していたため、

  



自分が担当として、社会保険事務所（当時）に何度も出向いた。あるとき、同事務所

の職員から脱退を迫られた。自分では決断できないので、後日、社長と同事務所に出

向いたところ、取締役の標準報酬月額を遡及して減額するよう教示されたことから、

当該減額訂正に係る届出を行った。」と供述しており、同社からの届出に基づき、当

該減額訂正処理が行われたものと認められることから、申立人は、同社の取締役とし

て、当該減額訂正処理に関与していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、総務・経理担当取締役として、自

らの標準報酬月額の減額訂正処理に職務上関与しながら、当該減額訂正処理が有効な

ものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の当該期間における厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人から提出された給与支払明細書において確認できる厚

生年金保険料控除額及び報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報

酬月額より高いことが確認できる。また、当該オンライン記録の標準報酬月額は、平

成６年２月３日付けで減額訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、上記登記簿謄本により、申立人は、当該期間当時、Ａ社の取締役で

あったことが確認できる上、同社を退職するまで経理・総務の責任者であり、上記減

額訂正に係る届出にも関与していたと供述している。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、事業主が厚

生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であっ

たと認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されて

いる。 

このため、上記のとおり、申立人は、当該期間について、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる

ものの、申立人は、Ａ社の総務・経理担当取締役として上記減額訂正処理に関与して

おり、特例法第１条第１項ただし書に規定される、事業主が保険料納付義務を履行し

ていないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合に該当すると認め

られることから、申立人の当該期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録

の訂正を認めることはできない。 

３ 申立期間③、⑤及び⑥について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における

標準報酬月額は９万 2,000円と記録されているところ、上記給与支払明細書により、

平成６年 11月は 71万 2,200円、同年 12月は 62万円、７年１月は 71万 2,200円、

同年５月は 50 万円、同年 10 月は 66 万円の給与の支払を受けているものの、厚生年

金保険料控除額に見合う標準報酬月額は９万 2,000円であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

  



したがって、上記給与支払明細書において確認できる厚生年金保険料控除額に見合

う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることから、特例法

に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

４ 申立期間④及び⑦について、申立人は、報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認

できる給与支払明細書等の資料を所持していない上、Ａ社は、平成 20 年４月１日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主から回答が得られないことから、

申立人の当該期間における報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認すること

ができない。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24786 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和24年９月から25年７月１日まで 

          ② 昭和25年10月１日から同年12月まで 

          ③ 昭和26年５月１日から同年７月６日まで 

          ④ 昭和26年10月から27年１月まで 

          ⑤ 昭和27年１月から同年５月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうちの申立期間①及び②、Ｂ社で勤務した期間のうちの申立

期間③、Ｃ社で勤務した申立期間④、Ｄ社で勤務した期間のうちの申立期間⑤の厚生

年金保険の加入記録が無い。各申立期間において、給与から保険料が控除されていた

と思うので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②については、申立人を記憶するＡ社の元従業員の供述から、申立

人は、期間は明確ではないが、当該期間当時、同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっている期間は、申立人の同

社における厚生年金保険の被保険者記録が確認できる昭和 25 年７月１日から同年 10

月１日までの期間であり、申立期間①及び②については、同社は適用事業所としての

記録は確認できない。 

また、上述のとおりＡ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当

時の事業主は連絡先が不明なため、同社及び事業主から、申立人の申立期間①及び②

における勤務及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、申立人

と被保険者期間が同じであることが確認できる従業員は、自身は申立期間①及び②に

も同社に勤務していたが、厚生年金保険の未加入期間である当該期間に給与から保険

料が控除された記憶は無いとしている。 

  



このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間③については、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

当時の事業主は連絡先が不明のため、同社及び事業主から、申立人の当該期間におけ

る勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

  また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿において、申立期間

③当時に被保険者であったことが確認できる従業員二人は、いずれも申立人を記憶し

ているものの、申立人の当該期間における勤務状況については明確な記憶が無いとし

ていることから、申立人の当該期間における勤務状況について確認することができな

い。 

さらに、上記被保険者名簿によると、申立人のＢ社における被保険者資格の喪失日

は、申立期間③の初日である昭和 26 年５月１日となっており、資格喪失理由が退職

であることが確認できるところ、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳においても、

同社における資格喪失日は同日となっており、喪失原因が解雇であることが確認でき

ることから、申立人は、申立期間③において同社を離職していたものと考えられる。 

加えて、上記被保険者名簿では、申立期間③及びその前後の期間において健康保険

整理番号の欠番や訂正等の不自然な形跡は見当たらない。 

  このほか、申立人の申立期間③における勤務及び厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間④については、申立人が当該期間に勤務していたとするＣ社は、オンライ

ン記録及び適用事業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所となった記

録が確認できない。 

 また、Ｃ社の所在地を管轄する法務局に照会したところ、商業登記の記録が無く、

同社の事業主を特定できない上、申立人は申立期間④当時の上司や同僚の氏名及び連

絡先を記憶しておらず、これらの者から、申立人の同社における勤務状況及び厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間④における勤務及び厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間④に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

４ 申立期間⑤については、Ｄ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

  



当時の事業主は連絡先が不明のため、同社及び事業主から、申立人の当該期間におけ

る勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。  

また、申立人は、Ｄ社での上司や同僚の氏名を記憶していないことから、同社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間⑤当時に被保険者記録があり、

連絡先が判明した５人の従業員に照会したところ、４人から回答があり、そのうち一

人が申立人を記憶していたものの、申立人の勤務期間までは覚えておらず、申立人の

当該期間における勤務が確認できない上、回答があったいずれの者も同社における厚

生年金保険の取扱いについても不明としている。 

このほか、申立人の申立期間⑤における勤務及び厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間⑤に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24787 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年９月９日から32年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には機械作業員とし

て申立期間も継続して勤務し、厚生年金保険料を給与から控除されていたので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録では、Ａ社は、昭和 56年５月31日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、当時の事業主は既に死亡しているため、同社及び事業主から申立人の申

立期間に係る勤務及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人は、Ａ社における同僚等について、上司一人の姓のみを記憶しているが、

連絡先が不明であるため、同社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間当時、同社

の厚生年金保険被保険者であった従業員 13 人に申立人の勤務及び同社の厚生年金保険

の取扱いについて照会したところ、８人から回答があったものの、いずれの者も、申立

人を記憶しておらず、同社の厚生年金保険の取扱いについても不明と回答している。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の「保険料計算に関する届書の処理記録」

では、昭和31年９月６日付けの同社の被保険者の現在数の欄に24人と記録されている

ことから、同日付けで被保険者であった者について当該被保険者名簿において確認した

ところ、24 人の被保険者が確認できたが、その中に申立人が見当たらないため、申立

人は、少なくとも同日には、既に同社における被保険者ではなくなっていたものと認め

られる。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年 11月１日から12年４月１日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際の報酬額に見合う標準報酬月額と相違しているので、標準報酬月額の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、

59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成

12年４月１日より後の同年７月 24日付けで、遡って９万 2,000円に減額訂正されてい

ることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、申立人は、当該減額訂正処理日に

おいて同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間の標準報酬月額の減額訂正に係る届出を行ったか否かは

記憶が無いので分からないが、Ａ社は、申立期間当時、厚生年金保険料を滞納しており、

社会保険事務所（当時）の職員から、滞納保険料の納付について何度か呼び出されたが、

その際の対応は、自分だけがしていた。また、同社の代表者印は自分が管理し、社会保

険関係の手続の書類には自分が代表者印を押しており、同社で当該届出を行えたのは、

自分だけである。」と供述していることから、申立人は、同社の代表取締役として、申

立期間の標準報酬月額の減額訂正に係る届出について関与していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っている代表取

締役であった申立人は、会社の業務としてなされた行為に責任を負うべきであり、申立

期間に係る自らの標準報酬月額の減額訂正処理に関与しながら、当該減額訂正処理が有

効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24789 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 26年９月１日から27年10月20日まで 

           ② 昭和 27年12月１日から30年２月１日まで 

Ａ県Ｂ市にあったＣクラブに勤務した期間のうちの申立期間①及び同市にあったＤ

ホテルに勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。両事業所に勤務した

ことは確かなので、両申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、当時、Ａ県にあった駐留軍施設に勤務する日本人従業員の労務

管理を行っていた渉外労務管理事務所の記録を管理するＥ機関では、申立人の当該期間

における記録が無いことから、申立人の当該期間における勤務の状況や厚生年金保険料

の給与からの控除については不明であるとしている。 

また、申立人がＣクラブにおける同僚として記憶している二人のうち、連絡先が判明

した一人に照会したところ、当該同僚は、申立人を記憶しているものの、自身が申立期

間①には同クラブで勤務していないため、申立人が当該期間に同クラブに勤務していた

か否かについては不明であるとしている。 

さらに、Ｃクラブに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間①にお

いて厚生年金保険の被保険者であることが確認できる従業員９人に、申立人の当該期間

に係る勤務の状況及び同クラブにおける厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、

６人から回答があり、そのうち申立人を記憶している者が一人いたが、同人は、申立人

の勤務期間は覚えていないとしており、また、回答のあったいずれの者も同クラブにお

ける厚生年金保険の取扱いについては不明であるとしている。 

申立期間②について、申立人は、「Ｃクラブで働いていたときに、Ｄホテルの総支配

人からベルボーイとして働いてほしいと誘われ、申立期間②は同ホテルに勤務し、最初

の１年から１年６か月ぐらいの期間はベルボーイとして働いた。その後、同支配人から、

  



英語が話せるし、今よりも高い給与が支給されるので、軍人の世話をしてほしいと言わ

れ、同ホテルの軍人の部屋の掃除や軍の演習場に随行して通訳をすることになった。し

かし、軍人の部屋の掃除をしていた者は自分のほかにもいたが、軍の演習場に随行して

通訳をしていた者は自分のほかにはいなかった。」としている。 

また、申立人がＤホテルにおいて同僚であったと記憶している二人は、「申立人につ

いては、勤務期間は覚えていないが、同ホテルの軍人の部屋の掃除をしていた。」と供

述していることから、期間は特定できないものの、申立人が同ホテルで勤務していたこ

とはうかがえる。 

しかしながら、上記同僚二人は、申立人がＤホテルでベルボーイとして働いていたこ

とや軍の演習場に随行し通訳をしていたことは知らないとし、申立人の厚生年金保険の

加入については分からないと供述している。 

また、Ｅ機関では、申立人の申立期間②における記録が無いことから、申立人の当該

期間における勤務の状況や厚生年金保険料の給与からの控除については不明であるとし

ており、さらに、申立人がＤホテルの総支配人であったとする者は、連絡先が不明であ

ることから、同人から申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の給与からの控除について

確認することができない。 

さらに、Ｄホテルに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間②に厚

生年金保険の被保険者であることが確認できる従業員７人に申立人の勤務の状況及び同

ホテルにおける厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、６人から回答があった

ものの、申立人を記憶している者はおらず、また、同ホテルにおける厚生年金保険の取

扱いについては、全員が不明であるとしている。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24791（事案7600及び18900の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年12月31日から23年10月31日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い旨を第三者委員会に申し立てたところ、同委員会から、勤務していたこと

はうかがえるものの、保険料控除が確認できない等の理由により、記録訂正を行うこ

とができない旨の通知があった。 

その後、申立期間当時に自分が所属していたＡ社Ｃ課職員の22人を思い出したので

新たな資料として当該22人の氏名一覧を提出し、再度申し立てたところ、当該22人は

死亡しているか所在不明のため、申立期間当時の勤務実態及び保険料控除について確

認することができず、当初の決定を変更すべき新たな事情に当たらないため、記録訂

正を行うことができない旨の通知があった。 

今回、自宅を整理していた際に、自分が撮ったＡ社の上司の写真が見付かったため

当該写真を新たな資料として提出するので、改めて調査を行い、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

、

、

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ａ社に勤務していた同僚の供述から、期間の特定

はできないが、申立人が同社に勤務していたことはうかがえるものの、ⅰ）Ｂ社は、申

立期間当時のＡ社の従業員に関する人事記録や社会保険加入記録等の資料を保存してお

らず、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除等について確認す

ることができないこと、ⅱ）申立人を記憶している同僚の供述からも申立人が申立期間

に係る厚生年金保険料を控除されていたことをうかがえる供述は得られなかったこと、

ⅲ）陸軍戦時名簿に申立人が昭和20年10月20日に復員した旨が記録されていることから、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することができないとし

て、既に年金記録確認Ｄ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成22年３月17日

  



付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

 その後、申立人は、申立期間当時に自分が所属していたＡ社Ｃ課職員22人の氏名一覧

を新たな資料として提出し、再度申立てを行ったが、当該氏名一覧に記載されている22

人のうち、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、当該氏名一覧に記

載されている人物と思われる16人を特定できたものの、既に死亡している４人を除き、

所在不明のため住所を特定することができず、申立人の同社における勤務実態及び厚生

年金保険料の控除等について確認することができないことから、平成23年７月27日付け

で年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の再申立てに当たり、申立人は、昭和23年４月に自身が撮影したとするＡ社の上

司二人の写真を提出し、撮影時には同社に勤務していた旨主張している。 

しかしながら、上記二人のうち、一人は既に死亡しており、他の一人は住所の確認が

できないことから、申立人の申立期間における勤務実態及び保険料控除について確認す

ることができない。 

また、申立人から提出されたＥ社（昭和18年にＡ社に吸収合併）及びＡ社に係る辞令

は、昭和15年12月26日の採用から19年10月１日の昇給に係るものまでであり、申立期間

における辞令は含まれていないことから、申立人の申立期間における勤務について確認

することができない。 

さらに、申立人は、自身の陸軍徴集期間について、昭和20年４月に応召し、21年９月

に復員していることから、Ａ社における資格喪失日である20年12月31日には日本にいな

かった旨主張しているが、自治体が保管する陸軍戦時名簿により、申立人は同年10月20

日に復員を完了した旨の記録が確認できる上、健康保険労働者年金保険被保険者名簿に

よると、申立人の陸軍徴集期間における厚生年金保険料の徴収免除は、同年11月１日に

終了した旨記載されている。 

以上のことから、申立人から提出された新たな資料については、年金記録確認Ｄ地方

第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情に当たらず、このほかに申立人の申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらないことから、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

  



関東東京厚生年金 事案24792 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年７月 30日から同年８月１日まで 

平成８年７月 31 日までＡ社に勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出するので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人が保有する雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、Ａ社

発行の在職期間証明書及び複数の従業員の供述から判断すると、申立人は、申立期間に

おいて同社に勤務していたことが認められる。 

一方、Ａ社は、保険料の控除方法について不明である旨回答しているが、申立人が保

有する平成６年 12月分の給料明細書によると、同月分から同年11月の保険料率の改定

に伴う厚生年金保険料が控除されていることから、保険料は翌月控除であったことが確

認できるところ、８年７月分の給料明細書には同年６月の厚生年金保険料が記載されて

いるが、同年８月分の給料明細書には同年７月の厚生年金保険料の記載が無いことから、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていないことが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24793 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年３月24日から62年３月26日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。調査の上、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保有する、Ａ社発行の申立人に係る退職証明書及び同社の回答から、申立人

は、申立期間に同社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社から提出された申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書によると、申立人の資格取得日は昭和62年３月26日と記

載されており、年金手帳番号払出簿及びオンライン記録の資格取得日と一致している。 

また、Ａ社は、申立期間当時の厚生年金保険に係る取扱いについては不明であると供

述しているものの、複数の同僚及び従業員が回答した自身の入社日と厚生年金保険の資

格取得日を比較したところ、入社の２か月から７か月後に厚生年金保険に加入している

ことが確認できることから、同社では、申立期間当時、従業員について入社と同時に厚

生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社は、申立人の給与から申立期間に係る厚生年金保険料は控除していない

旨回答している上、上記回答のあった者のうち複数の者が、厚生年金保険に加入する前

の期間は給与から保険料は控除されていなかったと思う旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24794 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年４月１日から28年８月17日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。正社員として勤務して

いたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、Ｂ中学校からの紹介によりＡ社に入社し、夜間高校に通学しながら同社に

勤務したと主張しているが、Ｂ中学校から提出された申立人の卒業証明書によると、同

中学校の卒業年月日は昭和28年３月31日であることが確認できることから、申立期間

のうち、27 年４月１日から 28 年３月 31 日までの期間は、同中学校に在学中であるこ

とが確認できる。 

また、申立人が記憶する所在地で申立期間当時、厚生年金保険の適用事業所であるこ

とが確認できるＡ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、適用事業

所検索システムにより、申立期間当時に当該事業所と同一名称であったことが確認でき

るＣ社の代表取締役は、両事業所とも父親が作った会社であるが、父親は既に死亡して

おり、両事業所に関する書類は何も残っておらず、申立期間当時のことは分からない旨

供述していることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認する

ことはできない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に被保険者

記録が確認できる従業員 20 人に照会し、11 人から回答を得られたが、申立人を記憶す

る者はいなかった。 

加えて、申立人が同じ中学校を卒業し一緒に入社したと記憶する同僚のＡ社に係る被

保険者記録は確認できない。 

その上、当該被保険者名簿の申立期間に係る健康保険の整理番号に欠番は無く、社会

保険事務所（当時）の記録に不自然な点は見当たらない。 

  



このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24795 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年９月から28年３月まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。調査の上、厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務していたとするＡ社は、オンライン記録及び適用事業所検索

システムによると、厚生年金保険の適用事業所となった記録が確認できない上、商業・

法人登記簿も確認できない。 

また、申立人は、Ａ社の事業主の名前を記憶していないことから、申立人の勤務状況

や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立人は、同僚一人の名前を挙げているが、姓のみの記憶であるため、本人

を特定することができないことから、申立人のＡ社における勤務状況や厚生年金保険の

取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

  




